
文 化

★公演内容は変更になる場合があります
★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

7（公財）大田区文化振興協会
t3750-1614f3750-1150

2月13日正午からオン
ライン

2月18日午前10時から
3750-1555

専用
電話

2月19日
午前10時から

窓口チケット
発売日

詳細は情報誌「ArtMenu」を
ご覧ください。

7課税課課税担当f5744-1515（共通）
　 大森t5744-1194　調布t5744-1195　蒲田t5744-1196

1次のいずれかに該当する方
①結核医療費受給者で、住民税が非課税（19歳以下は世帯主が非課税）
②自立支援医療費（精神通院）受給者で、同一世帯の国民健康保険加入
者全員の住民税が非課税　
※住民税未申告の方は、国保受給者証の発行ができません。必ず住民税
の申告を済ませてから申請してください
7結核＝感染症対策課感染症対策担当
t4446-2643f5744-1524
精神通院＝地域福祉課障害者地域支援担当
大森t5764-0696f5764-0659
調布t3726-4139f3726-5070
蒲田t5713-1383f5713-1509
糀谷・羽田t3741-6682f6423-8838

24月16日（木）午後6時30分開演4全席指定3,500円、25歳以下2,000円
●出演＝白石幸司(クラリネット）、佐久間和（ギター）、大橋高志（ピアノ）、
菊池一成（スーザフォン）、キャロル山﨑（ボーカル）

下丸子JAZZ倶楽部 白石幸司＆Swingin’Buddies
24月24日（金）午後6時30分開演4全席指定2,800円
●出演＝林家彦いち、桃月庵白酒
●ゲスト＝柳家三三

下丸子らくご倶楽部 彦いち・白酒

図書館だより

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除

こどもえいが会～でんししょせきも読んじゃうよ！～
久が原 3753-3343　　3753-5642FAXTEL

1中学生以下（未就学児は保護者１名同伴）
22月23日（祝）午前9時30分～11時5先着50名程度6問合先へ電話

三橋昭 幻視原画展
蒲田 3738-2459　　3736-9782FAXTEL

レビー小体型認知症当事者による幻視の原画展とトークイベントです。
2①展示＝3月27日（金）～29日（日）午前10時～午後5時（29日は午後4
時まで）②トークイベント＝3月28日（土）午後2時～3時5②先着25名
6①当日会場へ②問合先へ電話。2月13日午前9時から受け付け

各図書館の催し ※会場の記載がないものは各館で

ウィンターコンサートin羽田図書館
羽田 3745-3221　　3745-3229FAXTEL

22月15日（日）午後2時～3時5先着60名6当日会場へ

地域包括支援センター新蒲田 出張相談会
多摩川 3756-1251　　3756-1745FAXTEL

22月17日（火）午後2時30分～4時6当日会場へ

詳細はコチラ

国民健康保険に加入している方へ

大田区民プラザ大田区民プラザ大田区民プラザ

1

結核・精神通院医療費の受給者に「結核医療給付金受給者証」「国保受給
者証（精神通院）」を交付します。指定の医療機関に提示すると、対象医療
費の自己負担金が不要になります。都外で受診した場合は、領収書を添え
て申請すると対象医療費の自己負担分が支給されます。

結核・精神通院医療給付金受給者証の交付1

医療費の全額を支払った場合、保険で認められた部分を支給します。申請方法な
どはお問い合わせください。申請から支給まで原則3か月かかります。また、診療日
の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。

療養費の給付2

納税者と生計を同一にする特定親族（19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超
123万円以下。配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人・白色事業専従者
を除く）を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、
特定親族の合計所得金額に応じて控除額が減額されます。

特定親族特別控除の創設2
扶養控除などの対象となる扶養親族・同一生計配偶者の合計所
得金額などの各種控除に関する所得要件額が引き上げられまし
た。

各種控除に関する所得要件額3

令和７年度住民税に適用された子育て世帯に対する控除の拡充な
どが１年延長されました。

住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）4

特別区民税・都民税（住民税）の申告は郵送で
● 受付期間＝2月16日～3月16日

令和8年度からの個人住民税の主な改正点

7国保年金課国保給付係 t5744-1211 f5744-1516
 　　 ともに1 2

1次のいずれかに該当する方
①急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で医療機関にマイナ保険証または資
格確認書を提示できなかった
②国外で診療を受けた（治療目的で渡航した場合を除く）
③医師の指示でコルセットなどの治療用装具を購入した
④医師が治療上必要と認めたマッサージ、はり・きゅうの施術を受けた
⑤骨折・脱臼・打撲・捻挫（骨折・脱臼は応急手当ての場合を除き、あらかじめ医師
の同意が必要）で接骨院・整骨院の施術を受けた
⑥輸血のための生血の費用を負担した（親族から血液を提供された場合を除く）
⑦臍帯血や内臓移植などの搬送費を負担した
⑧負傷・疾病などで移動が困難で、かつ緊急、そのほかやむを得ない理由で適切
な保険診療を受けるために移送された

さい  たい けつ

1高校生以上の方23月20日（祝）①午前9時30分～午後0時30分
②午後1時～4時3大田区総合体育館4各2,000円
5各15名程度6電子申請。2月26日締め切り
7（一財）国際都市おおた協会
t6410-7981f6410-7982

弓道体験で国際交流してみませんか

23月15日（日）午前9時30分～午後4時30分
6当日会場へ※一部事前申し込み有り
8洗足区民センターt3727-1461f3727-1462

ゆきがや太鼓や大森第六中学校の吹奏楽演奏・コンサートなど、こどもから
シニアの方まで楽しめます。
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3はがきやFAXなどで申し込む場合の記入例　①催しなどの名称 ②〒住所 ③氏名 (ふりがな) ④年齢(学年) ⑤電話番号 ⑥その他必要事項


